
さいたま市特別職報酬等審議会運営要綱  
 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、さいたま市特別職報酬等審議会条例（平成１３

年さいたま市条例第３９号）の規定に基づき、さいたま市特別職報

酬等審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を

定めるものとする。  

 （議決）  

第２条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。  

 （会議の公開）  

第３条 審議会の会議は、原則として公開とするものとする。ただし、

さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月

２６日決裁）第４条第１項及び第２項の規定により、会議の全部又

は一部を非公開とすることを会長が審議会に諮って決定したときは、

会議の全部又は一部を非公開とすることができる。  

 （傍聴に関する事項）  

第４条 審議会の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。  

 （議事録の作成）  

第５条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。  

２ 審議会の議事録は、会長の承認を得て確定する。  

 （その他）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。  

 

   附 則  

 この要綱は、平成１６年１月３０日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２３年９月２５日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。  

 


